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ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
組
織
神
学
者
ル
ー
ド
ル
フ
・
オ
ッ

ト
ー
は
、
一
九
一
七
年
に
出
版
さ
れ
た『
聖
な
る
も
の
』に
於
い
て
、

崇
拝
対
象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
固
有
の
宗
教
感
情
を
「
ヌ

ミ
ノ
ー
ゼ
」
と
い
う
概
念
の
下
に
分
析
し
た
。
同
書
は
、
そ
の
後
、

日
本
語
を
含
む
七
か
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
事
実
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
宗
教
経
験
の
本
質
を
鋭
く
洞
察
し
た
著
述
と
評
価
さ
れ
、

今
日
に
於
い
て
も
、
宗
教
学
の
古
典
的
名
著
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
は
、
か
か
る
オ
ッ
ト
ー
が
用
い
た
「
聖
」「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」

あ
る
い
は
「
絶
対
他
者
」
と
い
っ
た
宗
教
概
念
を
切
り
口
と
し
て
、

オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
思
想
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
彼
の
ラ
イ

フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
詳
述
す
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
生
涯
に
亙
る

膨
大
な
著
述
・
論
文
、
そ
し
て
講
演
等
の
学
術
活
動
や
東
洋
の
宗

教
探
求
の
為
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
等
を
網
羅
し
、
彼
の
宗
教
思

想
の
背
景
と
な
る
当
代
欧
州
の
神
学
・
哲
学
研
究
の
動
向
を
し
っ

か
り
と
視
野
に
入
れ
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
宗
教
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
密
接
不
可
分
な

関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
も
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
前
半

に
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
か
ら
次
第
に
分
離
・
独
立
し
て
い

っ
た
学
問
分
野
で
あ
る
」。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
オ
ッ
ト
ー
が
学
問
的

活
動
を
展
開
し
た
時
期
と
も
重
な
り
、
自
ら
を
「
ル
タ
ー
派
神
学

者
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
オ
ッ
ト
ー
が
何
故
、
後
半
生
に
於

い
て
、
イ
ン
ド
宗
教
の
分
析
に
傾
斜
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
と

も
直
結
す
る
。
つ
ま
り
、
同
時
代
に
活
躍
し
た
ゼ
ー
デ
ル
ブ
ロ
ム
、

ハ
ル
ナ
ッ
ク
、
ト
レ
ル
チ
等
の
神
学
者
に
よ
る
学
問
的
な
刺
激
を

受
け
て
、「
異
文
化
に
お
け
る
宗
教
を
学
ぶ
こ
と
で
、
自
ら
の
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
を
い
っ
そ
う
深
く
理
解
」
で
き
る
と
オ
ッ
ト
ー
は

構
想
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
が
本
書
に
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
オ
ッ
ト
ー
は
、
イ
ン
ド
宗
教
の
研
究
に
あ
た
り
、
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
統
に
根
差
し
た
「
絶
対
他
者
」
と
い
う
概
念
を
重
視
し
た
。

し
か
し
そ
の
結
果
、
イ
ン
ド
宗
教
に
お
け
る
多
神
教
的
な
特
徴
を

見
過
ご
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
本
書
は
、
宗
教
の
比
較
研
究
の
難

し
さ
と
奥
の
深
さ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

澤
井
義
次
著

『
ル
ー
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
―
宗
教
学
の
原
点
―
』

　
　

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会　

令
和
元
年
十
二
月　

四
六
判　

三
一
二
頁　

本
体
三
五
〇
〇
円
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近
代
に
現
出
し
た
神
社
の
国
家
管
理
体
制
、
所
謂
「
国
家
神

道
」
に
関
す
る
書
物
は
汗
牛
充
棟
の
感
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中

に
は
、
執
筆
者
の
「
国
家
神
道
」
概
念
が
先
行
し
、
神
社
、
皇
室

祭
祀
、
神
道
思
想
等
、
様
々
な
領
域
を
横
断
的
に
俯
瞰
し
、
自
ら

の
国
家
神
道
理
解
を
補
強
す
る
の
に
都
合
の
よ
い
史
資
料
だ
け
を

活
用
す
る
演
繹
的
な
方
法
を
採
用
し
て
い
る
も
の
（
と
り
わ
け
一

般
読
者
を
対
象
と
す
る
新
書
版
）
も
見
受
け
ら
れ
る
。
本
書
は
、
か

か
る
書
物
と
は
全
く
対
照
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
研
究
書
で
あ
り
、

そ
の
目
途
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
維
新
変
革
の
理
念
で
あ
る
「
諸

事
神
武
創
業
の
始
に
原
」
づ
く
祭
政
一
致
の
思
想
を
め
ぐ
る
様
々

な
見
解
と
そ
れ
を
制
度
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
根
幹
と
し
て
展

開
し
た
近
代
の
神
道
を
対
象
と
し
て
、
制
度
的
側
面
は
も
と
よ
り
、

そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
組
織
・
人
物
・
思
想
等
の
多
種
多
様
な
観

点
か
ら
、「
近
代
の
神
道
と
社
会
」
を
多
角
的
に
検
討
す
る
こ
と
」

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
は
、
一
研
究
者
の
恣
意
的
な
学
的

操
作
に
基
づ
く
簡
潔
・
明
解
な
国
家
神
道
理
解
を
授
け
て
く
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
三
十
一
人
の
研
究
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
に
則
し
て
、「
近
代
の
神
道
と
社
会
」
に
関

す
る
様
々
な
領
域
を
、
厳
密
な
史
料
批
判
に
基
づ
き
、
堅
実
且
つ

着
実
に
研
究
・
考
察
し
た
所
産
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
各
論
考
を
通
じ
て
、「
祭
政
一
致
の
理

念
を
根
幹
と
す
る
近
代
の
神
道
に
関
わ
る
様
々
な
組
織
・
人
物
・

思
想
の
時
代
毎
の
背
景
や
相
違
、
も
し
く
は
同
時
代
に
お
い
て
も

様
々
な
認
識
の
対
立
や
葛
藤
が
あ
っ
た
事
実
を
確
認
」
で
き
る
の

で
あ
り
、
そ
の
一
方
、「
近
代
の
神
道
と
社
会
」
に
通
底
す
る

「
太
い
連
続
性
」
を
も
見
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、

本
書
を
通
じ
て
「
近
代
の
神
道
と
社
会
」
の
実
態
と
い
う
も
の
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
蛇
足
な
が
ら
、
本
書
は
、
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ

ン
タ
ー
の
研
究
事
業
「
近
代
の
神
道
及
び
神
職
・
国
学
者
に
関
す

る
研
究
」
を
基
盤
と
し
て
、
学
内
外
の
研
究
者
が
寄
稿
し
、
一
書

に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
・
阪
本
是
丸
責
任
編
集

『
近
代
の
神
道
と
社
会
』

　
　

弘
文
堂　

令
和
二
年
二
月　

Ａ
5
判　

七
七
六
頁　

本
体
九
〇
〇
〇
円
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藤
本
頼
生
著
　
　〈
錦
正
社
叢
書
〉

『
明
治
維
新
と
天
皇
・
神
社
―
一
五
〇
年
前
の
天
皇
と
神
社
政
策
―
』

　
　
錦
正
社
　
令
和
二
年
二
月
　
四
六
判
　
一
二
三
頁
　
本
体
九
〇
〇
円

　
「
は
じ
め
に
」
で
著
者
は
「
神
道
史
の
視
点
か
ら
明
治
維
新
の

時
期
に
行
わ
れ
た
種
々
の
諸
改
革
が
天
皇
・
神
社
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
」
を
平
易
に
解
説
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
神
社
新
報
』
に
平
成
三
十

年
の
一
月
か
ら
十
一
月
の
期
間
に
十
四
回
連
載
さ
れ
た
「
明
治
百

五
十
年　

顧
み
る
明
治
の
御
代
―
あ
の
日
あ
の
時
」
を
も
と
に
、

写
真
と
図
表
も
加
え
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
。
本
書
は
、「
維
新
へ
の
胎
動
―
大
政
奉
還
か
ら
王
政
復
古
の
大

号
令
へ
」、「
大
坂
遷
都
の
建
白
と
大
久
保
利
通
」、「
京
都
に
「
学

校
掛
」
を
設
置
」、「
神
祇
官
再
興
の
布
告
」、「
五
箇
条
の
御
誓

文
」、「
神
仏
判
然
令
」、「
国
事
殉
難
者
の
霊
を
京
都
霊
山
に
祭

祀
」、「
東
京
奠
都
の
議
と
江
戸
改
称
の
詔
」、「
明
治
の
即
位
式
」、

「「
明
治
」
へ
の
改
元
」、「
明
治
天
皇
の
御
東
行
」、「
氷
川
神
社
親

祭
の
詔
」
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
の
制
度
の
創

設
や
改
革
を
学
問
的
水
準
を
落
と
さ
ず
に
、
平
易
に
学
習
で
き
る

よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
特
に
「
神
祇
官
再
興
の
布
告
」
の
章

で
は
複
雑
な
明
治
初
年
の
官
制
の
変
遷
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に

図
解
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
祭
政
一
致
の
詔
」
と
称
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
「
氷
川
神
社
親
祭
の
詔
」
の
章
で
は
、
こ
の
詔

の
趣
旨
と
経
緯
が
理
解
し
や
す
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
明
治
初
年

の
政
策
が
近
代
日
本
の
み
な
ら
ず
現
代
に
も
つ
な
が
る
政
治
行
政

体
制
の
基
礎
と
看
做
し
て
い
る
著
者
は
、
本
文
の
文
末
で
明
治
期

の
神
祇
及
び
政
教
の
基
本
に
関
し
、「
現
代
を
生
き
る
我
々
が
こ

れ
を
体
し
つ
つ
、
現
代
社
会
の
諸
制
度
の
な
か
で
、
い
か
に
顕
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
結
び
、
課
題
を
呈
し
て
い

る
。
巻
末
に
は
参
考
資
料
と
し
て
「
関
係
布
告
等
の
法
令
（
抄
）」

と
関
連
年
表
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
近
代
神
道
と
明
治

維
新
に
関
す
る
必
須
事
項
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
纏
め
ら
れ
て
お
り
、

神
道
の
視
点
と
関
連
事
項
か
ら
明
治
維
新
の
改
革
を
勉
強
し
た
い

人
や
、
神
道
学
専
攻
の
学
生
に
特
に
お
す
す
め
で
あ
る
。



紹　　介177

紹　　介
　

本
書
は
、
日
露
戦
後
の
神
社
合
祀
（
神
社
整
理
）
と
呼
ば
れ
る

神
社
の
統
廃
合
、
そ
れ
に
先
立
つ
地
方
の
小
祠
整
理
に
つ
い
て
、

地
域
社
会
に
焦
点
を
置
き
、
価
値
中
立
的
な
立
場
か
ら
考
察
し
た

論
集
で
あ
る
。
併
せ
て
、
個
々
の
事
例
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
通
念
を
相
対
化
し
、
で
き
れ
ば
代
案
を
提
示
し
よ
う
と
い
う

意
欲
に
溢
れ
た
論
集
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
、

本
書
に
は
緒
論
の
ほ
か
、
地
域
社
会
を
焦
点
と
し
た
五
編
の
論
考

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
緒
論
「
神
社
合
祀
研
究
と
地
域
社
会
」

（
由
谷
裕
哉
）
で
は
、
神
社
合
祀
・
神
社
整
理
と
い
っ
た
術
語
の
説

明
、
神
社
合
祀
（
神
社
整
理
）
の
元
に
な
っ
た
明
治
三
十
九
年
の

二
つ
の
勅
令
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
あ
と
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
史
に
お
け
る
「
偏
り
」
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
府
県
に
お

け
る
神
社
合
祀
・
整
理
を
は
じ
め
と
す
る
「
神
社
行
政
を
一
種
の

悪
政
と
捉
え
、
そ
れ
に
批
判
的
な
立
場
か
ら
の
立
論
も
少
な
く
な

か
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
が
敢
え
て
「
価
値
中
立
的

な
立
場
か
ら
の
考
察
」
を
標
榜
し
て
い
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

以
下
、
収
録
さ
れ
た
五
編
の
論
考
は
、
柏
木
亨
介
「
明
治
初
期
に

お
け
る
ム
ラ
氏
神
の
成
立
過
程
―
熊
本
県
阿
蘇
郡
の
神
社
整
理
―
」、

及
川
高
「
神
社
整
理
と
奄
美
の
シ
マ
・
村
社
―
明
治
期
の
島
嶼
町

村
制
と
村
の
神
社
―
」、
時
枝
務
「
神
社
合
祀
の
記
念
碑
―
群
馬

県
高
崎
市
大
住
神
社
の
事
例
―
」、
畔
上
直
樹
「
神
社
合
祀
記
念
事

業
の
地
域
的
形
成
に
つ
い
て
の
一
視
角
―
上
越
市
大
和
神
社
の
事

例
を
て
が
か
り
に
―
」、
由
谷
裕
哉
「
茨
城
県
大
洗
町
磯
浜
に
お

け
る
神
社
の
統
廃
合
―
神
社
合
祀
の
ロ
マ
ン
主
義
的
解
釈
に
対
す
る

代
案
と
し
て
―
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
考
で
は
、
従
来
の
研

究
史
で
注
目
さ
れ
て
き
た
三
重
・
和
歌
山
両
県
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
本
書
の
考
察
は
、
そ
う
し
た
「
激
甚
県
」
こ
そ
が
、

む
し
ろ
特
異
な
例
だ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て

い
る
点
が
興
味
深
い
。
従
来
の
研
究
史
で
は
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
事
例
を
選
び
、
地
域
社
会
の
観
点
か
ら
、
価
値
中
立
的
に

考
察
し
た
本
書
は
、
神
社
合
祀
（
神
社
整
理
）
研
究
に
一
石
を
投

ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

由
谷
裕
哉
編

『
神
社
合
祀
　
再
考
』

　
　

岩
田
書
院　

令
和
二
年
七
月　

Ａ
5
判　

一
九
〇
頁　

本
体
二
八
〇
〇
円
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東
郷
茂
彦
著

『「
天
皇
」
永
続
の
研
究
―
近
現
代
に
お
け
る
国
体
観
と
皇
室
論
―
』

　
　

弘
文
堂　

令
和
二
年
七
月　

Ａ
5
判　

三
六
八
頁　

本
体
五
二
〇
〇
円

　

本
書
は
、
著
者
の
博
士
学
位
申
請
論
文
を
も
と
に
大
幅
な
加
筆

修
正
が
施
さ
れ
新
た
に
書
き
下
ろ
し
を
加
え
ら
れ
一
冊
と
し
て
纏

め
ら
れ
た
経
緯
を
持
つ
。
著
者
は
現
在
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推

進
機
構
共
同
研
究
員
で
あ
り
、
天
皇
、
皇
室
制
度
と
そ
の
歴
史
に

つ
い
て
、
近
年
意
欲
的
に
研
究
を
継
続
し
て
い
る
。
序
章
の
皇
室

に
関
す
る
著
者
の
基
礎
的
考
究
と
、
本
論
の
二
部
構
成
と
な
っ
て

い
る
。
第
一
章
は
、
古
代
よ
り
近
現
代
に
至
る
大
祓
詞
と
大
祓
式

の
通
史
的
考
察
が
な
さ
れ
、「
二
部
制
大
祓
式
」
と
い
う
著
者
独

自
の
枠
組
み
も
提
示
さ
れ
る
。
第
二
章
の
足
立
正
聲
、
第
三
章
の

山
口
鋭
之
助
で
は
人
物
の
み
な
ら
ず
多
数
の
史
資
料
を
駆
使
し
た

山
陵
に
つ
い
て
の
実
証
的
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
足
立
、
山
口
、

第
五
章
の
田
中
治
吾
平
、
第
六
章
の
天
野
辰
夫
ら
の
人
物
研
究
は
、

著
者
の
関
係
当
事
者
へ
の
取
材
に
よ
り
多
大
な
成
果
が
上
が
っ
て

い
る
。
第
四
章
「
血
統
永
続
装
置
と
し
て
の
皇
室
制
度
」
は
、
具

体
的
な
制
度
と
関
連
人
物
の
営
み
の
歴
史
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

「
六
節　

皇
位
継
承
原
則
の
変
更
企
図
」
で
は
現
代
の
時
事
的
問

題
が
論
述
さ
れ
る
。
第
七
章
で
は
、
神
道
界
に
多
大
な
影
響
が

あ
っ
た
葦
津
珍
彦
に
関
し
て
、
彼
の
著
作
を
も
と
に
考
察
が
展
開

さ
れ
る
。
第
八
章
で
は
昭
和
二
十
一
年
の
元
旦
詔
書
を
俎
上
に
あ

げ
、
天
皇
が
自
ら
の
神
性
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
で

な
い
と
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
終
章
で
は
、
時
事
的
な
書
き
下

ろ
し
「
即
位
式
と
大
嘗
祭
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。「「
天
皇
」
永

続
の
研
究
」
が
本
書
の
題
名
で
あ
る
が
、
皇
統
が
連
綿
と
繋
が
っ

て
い
る
の
と
並
立
的
に
天
皇
制
度
は
古
代
か
ら
未
来
へ
一
貫
し
て

繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
本
書
を
貫
い
て
い
る
。
そ
れ

を
、
著
者
は
「
古
（
い
に
し
え
）
よ
り
未
来
へ
の
し
な
や
か
な
糸
」

（
三
三
五
～
六
頁
）
と
表
現
す
る
。
こ
の
皇
室
制
度
の
一
貫
性
は
、

我
が
国
の
独
自
性
、
国
体
論
の
一
貫
性
と
も
リ
ン
ク
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
本
書
は
今
後
皇
室
に
つ
い
て
考

察
し
、
ま
た
言
及
す
る
場
合
に
参
照
す
べ
き
本
で
あ
る
。
皇
室
の

弥
栄
を
願
い
つ
つ
、
そ
の
行
く
末
を
憂
慮
し
て
い
る
有
志
諸
兄
に

本
書
を
お
勧
め
す
る
。
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本
書
は
、
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
三
月
十
四
日
に
発
せ
ら
れ

た
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
こ
そ
は
、
現
在
の
我
が
国
及
び
国
際
社

会
に
於
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
根
本
の
精
神
（
国
家
の
理
想
）

で
あ
る
と
の
著
者
の
信
念
に
従
っ
て
執
筆
さ
れ
た
。
さ
し
あ
た
り
、

「
御
誓
文
」
の
思
想
的
な
原
由
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
越
前
藩

士
由
利
公
正
の
五
箇
条
の
原
案
（「
議
事
之
体
大
意
」）
に
着
目
し
、

そ
れ
が
横
井
小
楠
の
「
儒
教
的
開
明
思
想
」
に
淵
源
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
由
利
の
原
案
は
、
そ
の
後
土
佐
藩
の
福

岡
孝
弟
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、「
万
機
公
論
に
決
す
べ
し
」
と
の

有
名
な
文
言
が
明
確
に
な
っ
た
。
か
か
る
御
誓
文
の
確
立
過
程
を

明
確
に
す
る
一
方
、
著
者
は
、
御
誓
文
発
布
に
併
せ
て
同
日
に
発

せ
ら
れ
た
明
治
天
皇
の
「
御
宸
翰
」
に
も
着
目
す
る
。
そ
れ
が
、

明
治
維
新
に
あ
た
り
、
国
民
の
先
頭
に
立
た
れ
る
明
治
天
皇
の
お

覚
悟
を
国
民
に
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
喝
破
す
る
。

　

後
半
は
、「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
が
近
代
国
家
形
成
に
あ
た
り
、

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
詳
述
す
る
。

例
え
ば
、「
御
誓
文
」
の
「
上
下
心
を
一
に
し
て
、
盛
ん
に
経
綸

を
行
う
べ
し
」
と
の
思
想
に
基
づ
き
、「
版
籍
奉
還
」「
廃
藩
置

県
」
が
な
さ
れ
、
全
国
統
一
の
中
央
集
権
国
家
が
実
現
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
「
智
識
を
世
界
に
求
め
、
大
い
に
皇
基
を
振
起
す

べ
し
」
と
の
思
想
は
、
さ
し
あ
た
り
、
岩
倉
具
視
を
大
使
と
す
る

遣
欧
使
節
団
を
発
遣
せ
し
め
、
か
か
る
欧
米
文
明
、
就
中
議
会
政

治
や
立
憲
制
に
対
す
る
視
察
を
端
緒
と
し
て
、
そ
れ
が
後
年
、

「
国
会
開
設
の
勅
諭
」
の
渙
発
か
ら
帝
国
憲
法
制
定
へ
と
結
実
し

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
昭
和
二
十
一
年
年
頭
に
渙
発
さ
れ
た
「
新

日
本
建
設
に
関
す
る
詔
書
」
に
於
い
て
、
昭
和
天
皇
は
、「
御
誓

文
」
を
詔
書
に
入
れ
る
こ
と
が
一
番
の
目
的
で
あ
っ
た
と
述
懐
し

て
お
ら
れ
る
。
か
か
る
事
実
を
し
て
著
者
は
、
昭
和
天
皇
の
大
御

心
を
、「
御
誓
文
」
に
民
主
主
義
の
精
神
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、「
自
国
へ
の
誇
り
を
も
つ
こ
と
が
明

日
の
日
本
へ
の
真
の
力
に
な
る
、
と
お
考
え
に
な
ら
れ
た
」、
と

推
察
し
て
い
る
。

伊
藤
哲
夫
著

『
五
箇
条
の
御
誓
文
の
真
実
』

　
　

致
知
出
版
社　

令
和
二
年
五
月　

四
六
判　

二
〇
三
頁　

本
体
一
五
〇
〇
円
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岡
野
弘
彦
著
　
　〈
ち
く
ま
学
芸
文
庫
〉

『
折
口
信
夫
伝
─
そ
の
思
想
と
学
問
―
』

　
　

筑
摩
書
房　

令
和
二
年
二
月　

文
庫
判　

五
〇
八
頁　

本
体
一
六
〇
〇
円

　

著
者
の
岡
野
弘
彦
氏
は
歌
人
で
、
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
。
折

口
の
晩
年
の
弟
子
に
あ
た
り
、
師
匠
に
関
す
る
著
作
を
複
数
著
し

て
い
る
。
初
版
は
『
中
央
公
論
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の
を
纏
め
た

も
の
と
し
て
平
成
十
二
年
に
出
版
さ
れ
、
第
十
四
回
和
辻
哲
郎
文

化
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
の
文
庫
化
で
あ
る
。

　

岡
野
氏
は
折
口
の
歌
人
・
釈
迢
空
と
し
て
の
側
面
を
継
承
し
て

い
る
が
、
著
者
の
折
口
関
連
の
著
作
の
中
で
最
も
本
格
的
な
評
伝

で
あ
り
折
口
学
入
門
書
と
し
て
も
優
れ
て
い
る
。
有
名
な
マ
レ
ビ

ト
論
に
関
し
て
は
成
立
以
前
の
段
階
か
ら
丁
寧
に
説
き
起
こ
し
て

い
る
。
折
口
は
柳
田
國
男
と
と
も
に
「
新
国
学
」
を
提
唱
し
た
こ

と
で
有
名
だ
が
、
昭
和
十
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
平
田
国
学
の
伝

統
」
を
紹
介
し
、
折
口
が
平
田
篤
胤
の
学
問
に
国
学
の
新
し
い
可

能
性
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。「
特
に
文
学
に

お
け
る
代
表
作
『
死
者
の
書
』
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

「
二
つ
の
『
死
者
の
書
』」「『
死
者
の
書
』
の
主
題
」
で
紙
幅
を
多

く
割
き
、
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
折
口
は
太
平
洋
戦
争
時
の
硫
黄
島

の
戦
い
で
養
子
の
春
洋
を
失
っ
て
お
り
、
戦
中
と
戦
後
の
苦
悩
は

大
変
深
か
っ
た
。
敗
戦
後
、
折
口
は
神
道
を
人
類
教
的
に
す
る
考

え
を
も
っ
て
お
り
天
子
即
神
論
を
否
定
す
る
考
え
を
表
明
し
て
い

た
。「
神
道
の
宗
教
化
（
一
）」「
神
道
の
宗
教
化
（
二
）」
の
章
で

は
、
天
皇
は
あ
く
ま
で
神
の
ミ
コ
ト
モ
チ
で
あ
り
神
で
は
な
い
と

い
う
戦
後
の
折
口
の
考
え
を
紹
介
し
、「
天
皇
は
神
に
あ
ら
ず
し

て
、
神
の
「
み
こ
と
も
ち
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
戦
前
か
ら
一
貫

し
た
持
論
だ
が
、
特
に
こ
の
時
期
に
一
層
明
確
に
そ
の
こ
と
を
論

述
す
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
天
皇
ミ
コ
ト
モ
チ
論
に
つ
い
て
は
、

大
嘗
祭
に
関
す
る
有
名
な
「
天
皇
霊
」
論
と
共
存
し
う
る
の
か
と

の
批
判
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
詳
し
く
は
本
書
を
読
ん
で
い
た

だ
き
た
い
。
折
口
の
著
作
を
も
と
に
し
て
そ
の
学
問
の
基
礎
と
思

考
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
お
り
、
初
学
者
で
も
労
を
厭
わ
な
け
れ

ば
折
口
学
の
輪
郭
を
つ
か
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
折
口

に
興
味
は
あ
る
が
、
と
っ
つ
き
に
く
い
と
感
じ
て
い
る
方
の
入
門

書
と
し
て
充
分
要
請
に
答
え
う
る
本
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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宮
司
庁
編

『
図
解
　
伊
勢
神
宮
』

　
　

小
学
館　

令
和
二
年
四
月　

Ａ
4
判　

一
六
〇
頁　

本
体
一
八
一
八
円

　

日
本
各
地
の
神
社
の
包
括
宗
教
法
人
で
あ
る
神
社
本
庁
。
そ
の

神
社
本
庁
が
「
本
宗
」
と
し
て
仰
ぎ
戴
く
の
が
伊
勢
の
「
神
宮
」

で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
神
宮
に
つ
い
て
、
神
宮
司
庁
広
報
室
の

神
職
た
ち
が
執
筆
・
編
集
し
た
初
め
て
の
い
わ
ゆ
る
公
式
本
で
あ

り
、
写
真
、
イ
ラ
ス
ト
、
図
を
頻
繁
に
使
っ
た
カ
ラ
ー
図
解
の
大

型
本
で
あ
る
。
目
次
に
目
を
や
る
と
「
第
一
章　

神
宮
の
自
然
」、

「
第
二
章　

神
宮
の
歴
史
」、「
第
三
章　

神
宮
の
お
祭
り
」、「
第
四

章　

神
宮
と
神
都
」、「
第
五
章　

神
宮
の
文
化
と
伝
統
」、「
第
六
章　

神
宮
の
基
礎
知
識
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
神
宮
成
立
の
歴
史

的
経
緯
、
皇
室
と
の
深
い
か
か
わ
り
、
二
十
年
に
一
度
の
式
年
遷

宮
、
神
宮
の
由
緒
あ
る
お
祭
り
で
あ
る
神
嘗
祭
、
神
宮
百
二
十
五

社
の
マ
ッ
プ
、
神
宮
を
崇
敬
し
た
武
将
、
江
戸
時
代
に
遠
国
奉
行

の
一
つ
と
し
て
お
か
れ
た
山
田
奉
行
、
伊
勢
の
御
師
、
御
蔭
参
り

と
え
え
じ
ゃ
な
い
か
、
明
治
の
激
動
に
お
け
る
神
宮
、
戦
後
に
成

立
し
た
宗
教
法
人
と
し
て
の
神
宮
と
神
社
本
庁
と
の
関
り
等
の
事

項
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
各
々
の
項
目
に
お
い
て
教
養
と
し
て
の

必
要
事
項
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「
神
宮
を
崇

敬
し
た
武
将
」
に
は
源
頼
朝
、
源
義
経
、
足
利
義
満
、
織
田
信
長
、

豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
な
ど
の
著
名
な
武
将
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

戦
国
時
代
に
長
く
中
絶
し
て
い
た
式
年
遷
宮
の
復
興
に
織
田
信
長

が
多
大
な
貢
献
を
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
一
般

的
な
神
宮
の
案
内
書
と
は
一
線
を
画
し
内
容
が
し
っ
か
り
し
て
い

る
上
に
、
一
般
的
な
よ
く
あ
る
疑
問
へ
の
答
え
も
「
Ｑ
＆
Ａ
」
と

し
て
頁
が
割
か
れ
て
お
り
親
切
で
あ
る
。
神
宮
に
関
連
し
た
施
設

の
み
で
は
な
く
、
神
域
の
山
・
川
な
ど
の
自
然
、
生
息
す
る
動
植

物
の
写
真
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
楽
し
く
読
み
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
巻
末
に
は
神
宮
の
略
年
表
と
神
宮
と
神
道
に

関
連
す
る
基
礎
用
語
の
解
説
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
前
提
的
な
基

礎
知
識
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
こ
れ
一
冊
で
一
通
り
神
宮
の
基
本

に
つ
い
て
お
さ
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
神
宮
に
参

拝
し
よ
う
と
さ
れ
る
方
や
神
道
に
興
味
を
抱
き
入
門
書
を
探
し
て

い
る
方
に
は
、
特
に
お
す
す
め
で
き
る
本
で
あ
る
。



182明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 57 号〕令和 2 年 11 月

紹　　介
　

著
者
の
伊
藤
聡
氏
は
、
日
本
思
想
史
専
攻
の
学
究
で
あ
り
、
現

在
茨
城
大
学
人
文
学
部
教
授
で
あ
る
。「
序
章
」
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
本
書
は
中
世
神
道
を
俯
瞰
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
専
門
書
と
い
う
よ
り
概
説
書
に
分
類
さ
れ
る
本
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
中
世
の
神
道
書
は
多
く
が
仮
託
書
と
い
う
形
式
を
と
り
、

本
当
は
誰
の
述
作
に
よ
る
も
の
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
多

い
。
こ
の
時
代
、
神
仏
と
の
習
合
思
想
や
密
教
、
禅
思
想
、
さ
ら

に
道
教
を
参
考
に
神
道
書
が
量
産
さ
れ
た
。
一
方
で
、
神
道
の

「
道
」
と
い
う
言
葉
が
信
仰
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
は
中
世
か
ら

で
あ
り
、
ま
た
仏
教
か
ら
独
立
し
た
神
道
流
派
は
中
世
の
吉
田
神

道
に
濫
觴
が
あ
る
。
そ
の
意
義
は
大
き
く
、
吉
田
神
道
の
登
場
こ

そ
が
「
神
道
」
を
根
本
か
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
本
地
垂
迹
説
と
は
、
本
体
で
あ
る
仏
が
神
に
化
身
し
衆

生
を
救
済
す
る
た
め
に
顕
れ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
吉
田
兼
倶

は
、
神
こ
そ
が
本
体
で
仏
こ
そ
化
身
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
仏
教
か

ら
の
思
想
的
独
立
を
宣
言
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
吉
田
神

道
」
は
近
世
以
降
、
儒
家
神
道
や
国
学
者
か
ら
激
し
く
攻
撃
を
受

け
、
近
代
に
は
宗
教
と
し
て
の
命
脈
が
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
し

か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
儒
者
や
神
道
家
が
形
作
っ
た
儒
家
神
道
は

仏
教
的
要
素
の
部
分
的
引
き
は
が
し
が
行
わ
れ
た
吉
田
神
道
を
引

き
継
い
で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
上

の
神
道
が
成
立
す
る
萌
芽
は
中
世
に
あ
り
、
ま
た
神
仏
習
合
的
要

素
を
排
除
し
た
現
在
の
神
道
が
成
立
す
る
の
は
明
治
維
新
後
の
神

仏
判
然
令
以
後
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
著
者
は
神
道
が
太
古
か
ら

連
綿
と
継
続
し
て
き
た
と
い
う
信
仰
的
な
観
念
に
実
態
は
見
い
だ

せ
な
い
と
い
う
基
本
的
立
場
に
立
つ
。
多
様
で
あ
り
重
層
的
で
あ

る
中
世
神
道
の
研
究
と
解
明
は
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
発
展
途
上

で
あ
り
、
本
書
は
最
新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
そ
の
現
状
を
開
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
概
説
書
で
は
あ
る
が
、
中
世
神
道
の
テ
キ
ス

ト
を
基
本
史
料
と
す
る
性
質
上
難
解
な
記
述
も
多
く
、
ま
た
非
常

に
得
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
中
世
神
道
を
考
え
る
人
に
と
っ
て
は
、

必
読
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

伊
藤
聡
著

『
神
道
の
中
世
―
伊
勢
神
宮
・
吉
田
神
道
・
中
世
日
本
紀
―
』

　
　

中
央
公
論
新
社　

令
和
二
年
三
月　

四
六
判　

三
〇
四
頁　

本
体
一
五
〇
〇
円
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『
日
本
書
紀
』
は
、
養
老
四
年（
七
二
〇
）に
撰
上
さ
れ
、
令
和
二

年
で
撰
上
一
三
〇
〇
年
を
迎
え
る
。
成
立
翌
年
か
ら
平
安
時
代
前

期
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
「
日
本
紀
講
筵
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
記
録

が
残
さ
れ
て
き
た
。
千
三
百
年
の
受
容
史
を
古
代
・
中
世
・
近
世
・

近
現
代
に
分
け
て
、
国
文
学
、
歴
史
学
、
神
話
学
、
思
想
史
学
な

ど
幅
広
い
領
域
の
研
究
者
が
、
各
々
の
切
り
口
で
分
担
執
筆
し
た

の
が
本
書
で
あ
る
。「
序
」
で
は
、「
な
ぜ《
日
本
書
紀
一
三
〇
〇
年

史
》
を
問
う
の
か
。
そ
れ
は
「
日
本
」
や
「
日
本
史
」
を
め
ぐ
る
諸

言
説
を
捉
え
直
す
と
と
も
に
、
プ
ロ
パ
ー
や
時
代
区
分
に
閉
鎖
さ

れ
が
ち
な
現
在
の
学
問
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
意
義
を

も
つ
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
方
法
的
視
点
か
ら
の
『
日
本
書
紀
』
の

一
三
〇
〇
年
の
歴
史
を
問
う
論
文
集
も
、
本
書
が
最
初
と
い
っ
て

よ
い
」
と
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
日
本
書

紀
』
の
受
容
史
を
描
き
出
す
こ
と
を
通
し
て
、
当
時
の
思
想
や
時

代
背
景
が
明
確
に
な
る
と
い
う
副
次
的
成
果
も
あ
る
。
一
三
〇
〇

年
読
み
継
が
れ
て
き
た
『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
は
時
代
に
よ
り
多

様
で
、
特
に
中
世
の
『
日
本
書
紀
』
解
釈
は
荒
唐
無
稽
と
さ
れ
、
家

永
三
郎
に
よ
っ
て
「
神
道
教
義
に
立
脚
し
た
空
理
空
論
」
で
あ
る

と
し
て
無
視
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
本
書
は
そ
の
よ
う
な
中

世
の
解
釈
に
も
新
た
な
光
を
あ
て
、
位
置
づ
け
の
変
更
を
試
み
る
。

「
第
十
六
章　

読
み
替
え
ら
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
系
譜
と
折
口
信

夫
（
斎
藤
英
喜
）」
で
、
齊
藤
は
「
折
口
の
学
問
の
根
幹
に
、
彼
の

『
日
本
書
紀
』の
研
究
、
解
釈
が
あ
っ
た
」と
し
、「
折
口
の
学
問
も

ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
対
す
る
研
究
、
解
釈
を
通
し
て
、
読
み
替

え
ら
れ
た
「
神
話
」
創
造
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
問
題
提
起
を
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
折
口
の
『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
を
「
恣
意
的
」

と
す
る
見
方
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
近
代
の
学
問
の
制
度
性
の
前

提
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
新
た
に
「『
日
本
書
紀
』
の

「
読
み
」
の
系
譜
」
と
し
て
位
置
づ
け
し
直
す
べ
き
で
あ
る
と
提

言
す
る
。
本
書
は
専
門
的
で
あ
り
一
般
読
者
に
は
難
解
で
あ
る
が
、

各
々
の
興
味
の
あ
る
分
野
の
論
文
に
挑
戦
す
れ
ば
、
新
た
な
学
問

的
段
階
の
地
平
が
開
か
れ
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
力
作
で
あ
る
。

山
下
久
夫
・
斎
藤
英
喜
編

『
日
本
書
紀
一
三
〇
〇
年
史
を
問
う
』

　
　

思
文
閣
出
版　

令
和
二
年
六
月　

Ａ
5
判　

四
七
二
頁　

本
体
八
五
〇
〇
円
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本
書
は
、
神
武
天
皇
を
ご
祭
神
と
す
る
橿
原
神
宮
の
御
鎮
座
百

三
十
年
を
記
念
し
て
、
橿
原
神
宮
と
主
と
し
て
皇
學
館
大
学
の
研

究
者
等
と
の
協
力
に
よ
り
成
立
・
出
版
さ
れ
た
。「
序
」
は
橿
原

神
宮
宮
司
の
久
保
田
昌
孝
氏
が
執
筆
し
て
い
る
。
近
年
、
新
た
な

研
究
成
果
が
あ
り
古
代
史
の
見
直
し
の
先
鞭
を
つ
け
つ
つ
あ
る
考

古
学
を
初
め
と
し
て
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
神
武
天
皇
に

関
す
る
史
料
を
再
検
討
し
、
各
時
代
の
「
神
武
天
皇
」
像
を
丹
念

に
辿
っ
て
い
る
。
序
論
で
は
、
監
修
者
で
も
あ
る
清
水
氏
が
担
当

し
基
本
史
料
で
あ
る
記
紀
を
通
じ
て
、
神
武
天
皇
の
実
在
を
め
ぐ

る
問
題
点
を
再
考
す
る
。
第
一
章
で
は
、
考
古
学
の
知
見
か
ら
神

武
天
皇
の
在
世
を
弥
生
時
代
の
中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
頃
と
し
、

橿
原
神
宮
の
宮
域
内
に
本
来
の
橿
原
宮
が
埋
没
し
て
い
る
可
能
性

を
指
摘
す
る
。
神
武
天
皇
研
究
の
新
た
な
枠
組
み
を
提
示
す
る
試

み
と
言
え
よ
う
。
第
三
章
の
平
安
か
ら
中
世
で
は
神
武
天
皇
に
対

す
る
特
別
な
意
識
を
読
み
取
れ
な
い
と
し
な
が
ら
、
一
方
で
日
蓮

や
吉
田
兼
俱
な
ど
の
特
殊
な
神
武
信
仰
も
出
現
し
、
近
世
へ
の
準

備
段
階
の
意
義
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
四
章
の
近
世
で
は
、
後

陽
成
天
皇
に
よ
る
「
慶
長
勅
版
」
の
出
現
で
、 『
日
本
書
紀
』
が

広
い
層
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
神
武
天
皇
信
仰
が
広
が
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
一
番
大
き
な
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

や
が
て
、
尊
皇
思
想
と
修
陵
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
の
幕
末
・
明
治
期
で
は
、「
神

武
創
業
」
へ
の
回
帰
の
理
念
に
基
づ
く
制
度
改
革
、
明
治
天
皇
の

神
武
天
皇
陵
参
拝
と
紀
元
節
制
定
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
。
神
武

天
皇
陵
の
修
陵
か
ら
橿
原
宮
の
所
在
地
特
定
と
橿
原
神
宮
の
創
建

へ
の
経
緯
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
第
六
章
で
は
、
近
代
の
歴
史
教

科
書
で
ど
の
よ
う
な
神
武
天
皇
像
が
教
授
さ
れ
た
の
か
、
第
七
章

で
は
、
神
道
指
令
と
紀
元
節
が
廃
止
さ
れ
て
「
建
国
記
念
の
日
」

が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
紆
余
曲
折
を
た
ど
る
。
特
に
近
代
の
制
度

や
暦
と
の
関
係
で
神
武
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
の
研
究

は
精
密
で
あ
り
、
新
た
な
神
武
天
皇
像
の
提
示
は
新
鮮
で
あ
る
。

清
水
潔 

監
修
・
著

『
神
武
天
皇
論
』

　
　

橿
原
神
宮
庁（
発
行
）・
国
書
刊
行
会（
発
売
）　

令
和
二
年
四
月　

Ａ
5
判　

四
一
二
頁　

本
体
三
四
〇
〇
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明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
発
布
さ
れ
、
敗
戦
に
至
る
ま

で
国
家
の
基
本
法
で
あ
っ
た
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」（
明
治
憲
法
）

に
は
、
時
に
相
反
す
る
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
は
、

天
皇
大
権
が
強
く
、
議
会
権
限
が
弱
い
と
い
う
特
質
が
、
無
謀
な

戦
争
の
回
避
を
困
難
に
し
た
と
い
う
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
明
治

憲
法
下
に
お
い
て
、
戦
後
に
も
劣
ら
ぬ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
開
花
し

た
と
い
う
も
の
。
そ
れ
で
は
明
治
憲
法
は
、
い
ま
ど
の
よ
う
に
評

価
す
べ
き
か
。
本
書
は
、
政
治
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
明
治
憲
法

の
成
立
史
に
も
注
意
を
払
い
つ
つ
、
施
行
さ
れ
て
か
ら
の
明
治
・

大
正
・
昭
和
戦
前
期
を
、「
憲
法
史
」
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
史
の
立
場
か
ら
の
論
述
で
あ
る
た
め
、

憲
法
の
条
文
と
そ
の
註
釈
だ
け
で
は
な
く
、
憲
法
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
の
権
限
を
分
与
さ
れ
た
諸
機
関
の
相
互
関
係
の
分
析
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
れ
が
「
政
治
史
的
な
明
治
憲
法
史
に

と
っ
て
重
要
」
で
あ
り
、
憲
法
施
行
後
の
政
治
史
上
の
大
き
な
事

件
の
ほ
と
ん
ど
が
、
明
治
憲
法
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
て
、「
政
治
史
を
理
解
す
る
た
め
に
明
治
憲
法
の
構
造
と

機
能
を
知
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
見
た
と
き
、「
本
書
で
明
ら
か
に
し
た
〝
明
治
憲
法
の
時
代
〟

は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
〝
戦
後
憲
法
の
時
代
〟
に
引
き
継
が
れ

て
お
り
、
時
に
は
〝
明
治
憲
法
の
時
代
〟
の
方
が
優
れ
て
い
た
と

感
じ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
八
年
強
の
〝
総
力
戦
の
時
代
〟
を
明
治

憲
法
に
背
負
わ
せ
て
し
ま
え
ば
、
戦
争
責
任
は
放
棄
で
き
る
が
、

同
時
に
誇
る
べ
き
日
本
近
代
の
歴
史
も
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
よ

り
は
、〝
明
治
憲
法
の
時
代
〟
と
〝
総
力
戦
の
時
代
〟
と
〝
戦
後

憲
法
の
時
代
〟
の
三
つ
の
時
代
に
分
け
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
誤
っ
て
総
力
戦
の
時
代
に
戻
ら
な
い
か
ぎ
り
、
戦

後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
脱
却
す
れ
ば
戦
前
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
戻
る
。

「
平
和
と
民
主
主
義
」
の
時
代
は
、
戦
後
だ
け
で
な
く
戦
前
に
も

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
憲
法
改
正

論
議
が
喧
し
い
今
日
に
あ
っ
て
、
憲
法
・
平
和
・
民
主
主
義
を
、

も
う
一
度
考
え
直
す
よ
す
が
と
な
ろ
う
。

坂
野
潤
治
著
　
　〈
ち
く
ま
新
書
〉

『
明
治
憲
法
史
』

　
　

筑
摩
書
房　

令
和
二
年
九
月　

新
書
判　

二
三
六
頁　

本
体
八
二
〇
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本
書
で
著
者
は
平
成
か
ら
令
和
へ
の
皇
位
継
承
に
祝
意
を
示
し

つ
つ
譲
位
と
即
位
に
関
連
す
る
事
項
を
詳
説
、
皇
位
継
承
に
お
け

る
諸
儀
式
を
詳
し
く
解
説
し
、
ま
た
男
系
維
持
と
い
う
立
場
か
ら

今
後
の
課
題
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い
る
。
同
書
は
、
大
東
塾
の
機

関
紙
「
不
二
」
で
の
連
載
記
事
を
も
と
と
し
、
著
者
が
大
幅
に
手

を
加
え
て
一
冊
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
経
緯
を
持
つ
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
著
者
は
、「
過
激
派
が
暴
挙
を
繰
り
返
し
た
」

平
成
の
御
代
替
わ
り
と
比
較
し
て
令
和
の
御
代
替
わ
り
は
「
実
に

穏
や
か
」
で
あ
っ
た
と
記
し
つ
つ
、
反
対
派
は
な
お
健
在
で
あ
り
、

「
保
守
と
さ
れ
る
方
が
女
系
論
者
で
あ
つ
た
り
」
と
明
確
な
区
分

が
で
き
な
い
難
し
い
時
代
に
な
っ
た
と
認
識
を
示
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
神
道
を
研
究
す
る
立
場
の
人
々
も
一
枚
岩
で
は
な
く
、
将

来
の
皇
室
と
い
う
「
家
」
存
続
の
観
点
か
ら
男
系
維
持
と
い
う
基

本
線
を
や
め
女
系
導
入
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
勢
力
も
出
現
し
、

事
態
が
よ
り
複
雑
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
第
一

章　

男
系
維
持
の
た
め
に
」
の
「
近
い
遠
い
で
は
な
く
「
正
統
」」

で
は
、
宮
家
の
復
活
に
つ
い
て
あ
ま
り
範
囲
を
広
げ
る
と
皇
位
の

尊
厳
が
揺
ら
ぐ
と
注
意
を
促
し
つ
つ
も
、「
皇
統
の
理
解
は
近
い

遠
い
で
優
劣
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、「
正
統
で
あ
る
と
の
認
識
」

「
そ
の
御
資
質
」
が
大
切
で
あ
ら
う
と
思
い
ま
す
」
と
基
本
的
な

立
場
を
述
べ
て
い
る
。
百
二
十
六
代
に
及
ぶ
男
系
継
承
の
重
要
性

に
鑑
み
、「
女
系
」
の
実
現
は
将
来
的
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

事
態
、
皇
位
の
簒
奪
に
つ
な
が
る
と
警
鐘
を
な
ら
す
。
ト
ピ
ッ
ク

は
改
元
と
元
号
に
関
す
る
問
題
、
天
皇
一
世
一
代
の
最
重
要
の
お

祭
り
で
あ
る
大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
ま
た
付
編
と
し
て
皇
室
と
靖
國

問
題
に
も
広
く
対
象
は
及
ん
で
い
る
。
著
者
は
近
年
の
研
究
成
果

を
踏
ま
え
た
上
で
皇
統
維
持
の
立
場
か
ら
の
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
提
言
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
書
は
い
わ
ば
研
究
に

基
づ
い
た
理
念
と
時
事
的
な
課
題
や
問
題
を
リ
ン
ク
さ
せ
解
決
の

端
緒
を
見
出
そ
う
と
い
う
試
み
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
よ
そ
皇
室
の
行
く
末
を
考
え
深
く
憂
慮
す
る
諸
兄
は
、
一
度
は

参
照
す
べ
き
本
で
あ
る
。

中
澤
伸
弘
著

『
令
和
の
皇
位
継
承
―
諸
問
題
と
課
題
―
』
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